
別紙

有資格業者名 措置期間 適用条項 摘　要

　千葉県茂原市茂原１３１０番地
　㈱三枝組
　代表取締役　三枝　輝久

　令和７年１月８日から
　令和７年２月７日まで
　（１か月）

第２条第１項別表第２第９号（そ
の他の不正又は不誠実な行為）

　左記業者及び左記業者元役員は、令和６年１１月８日、法人税等
を脱税したとして、法人税法違反等の罪で千葉地方検察庁に起訴さ
れた。

指名停止業者一覧表


